
梅とメジロ梅とメジロ

2

3
4-5

6

7
8

会長挨拶／税務署長からの言葉／
立川都税事務所長からの言葉………………
税務署からのお知らせ／
立川都税事務所からのお知らせ……………
コロナ関連中小企業支援策…………………

コロナウイルス感染症支援情報…………………
社労士からのお知らせ／コロナ関連相談会／
オンラインセミナー………………………………
受託会社からのお知らせ／編集後記……………

主
な
内
容

公益社団法人 東村山法人会 www.tohoren.or.jp/higashimurayama/index.asp

向日葵向日葵向日葵 公益社団法人
東村山法人会

臨時号

会報誌

令和3年H   mawar



2

会員の皆様へ会員の皆様へ

村野 康司

貝
か い せ

瀬 由
よしあき

明浅
あさぬま

沼 淳
じゅんこう

幸

（公社）東村山法人会  会長

立川都税事務所長東村山税務署長

　新型コロナウイルス感染症等の影響を受けておられる会員と東村山税務署管内の経営者の
皆様に対し、お見舞いを申し上げます。また、新型コロナウイルスによりお亡くなりになら
れた方々に対して、心よりお悔やみを申し上げます。
　さて、令和2年度は、東京オリンピック・パラリンピックの開催により景気が上向き、企業と日本の業績も良
くなると期待しておりましたが、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により同大会の開催が延期となるとと
もに、日本国内においても感染拡大防止のための緊急事態宣言が2度にわたり発出される等、不自由な生活を強
いられた年となりました。また、各地で豪雨や大雪等の異常気象にも見舞われ、多くの国民が疲弊した年となっ
てしまいました。
　東村山法人会の事業も本部研修会や新春講演会、新年賀詞交歓会等の大規模事業は取止めざるを得ず、楽しみ
にされていた会員の皆様にはご迷惑をおかけいたしました。ようやく医療従事者へのワクチン接種が始まったと
は言え、現時点で新型コロナウイルス感染症の終息は見通すことはできません、令和3年度こそ新型コロナウイ
ルスを克服し、国民が安全で健康な生活を送り、企業活動が回復する等、明るい年度となりますように法人会と
しても税務や経営に関する有益な情報を皆様に提供し、地元企業の繁栄と地域社会のお役に立てるようにして参
ります。特に、中小企業単独では入手し辛い各種施策（各種助成金や補助金、税の減免や猶予措置、無利子無担
保の融資策等）の内容や申請要領等を本冊やホームページ等で皆様に提供するとともに、必要なセミナーや相談
会を開催して参ります。また、新型コロナウイルス感染症にも対応できる保険をはじめとする福利厚生制度もあ
りますので、これまで以上に法人会をご活用いただきますようお願い申し上げます。
　結びに、我々企業の使命の一つは、自らの繁栄を通じて地域社会に貢献することであり、法人会の理念も税の
オピニオンリーダーとして、企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、社会の繁栄に貢献することであります。
地域の経営者が力を合わせる組織である東村山法人会に対する変わらぬご理解とご支援をお願い申し上げるとと
もに、皆様の企業のご発展を心より祈念申し上げます。
　是非、コロナに負けない強い経営を目指すために、法人会をご活用ください。

　今般の新型コロナウイルスに罹
患された方々及びご事業に影響を受けられた方々に
は謹んでお見舞い申し上げます。
　法人会の皆様には、平素から税務行政の円滑な運
営に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚
く御礼申し上げます。
　昨年1月に国内で新型コロナウイルスの感染者が
確認されてから1年以上の月日が経過しましたが、
その間に私たちの生活は一変しました。納税者の皆
様の申告状況等から新型コロナウイルスの感染拡大
防止と経済活動の両立の難しさを痛感しておりま
す。東村山税務署では、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けられた納税者に納税の猶予等の税制上
の措置や申告・納付期限の個別延長等の税務上の取
り扱いについて個々の実情に応じた手続きをご案内
するなどの取り組みを行って参りました。また、今
年の確定申告においては、申告期間を延長するとと
もに、確定申告会場の感染防止策の徹底を図り、こ
れまで以上に e-Tax 等による税務手続きの電子化
を推進するなど、納税者の皆様に安心して手続きを
行っていただけるよう努めて参ります。
　先が見通せない困難な状況ではありますが、今こ
そ法人会の皆様と力を合わせて着実に前進して参り
ます。新型コロナウイルス感染症が一日も早く収束
し、皆様が安心して過ごせる日々が戻りますよう祈
念申し上げます。

　会報誌「向日葵」臨時号の発行にあた
り、一言ご挨拶を申しあげます。
　村野会長をはじめ、公益社団法人東村山法人会の役員
並びに会員の皆様には、日頃より、都の税務行政をはじ
め、都政全般にわたり、深いご理解とご協力を賜り感謝
申し上げます。
　なかでも、会報誌への都税広報記事の掲載や適正な申
告納付についての啓発活動にご協力いただいているほ
か、「税に関する絵はがきコンクール」などの租税教育
への献身的な取組には深く敬意を表する次第です。
　さて、昨年から続く新型コロナウイルス感染症は社会
経済に多大な影響をもたらし、年明け早々には再度の緊
急事態宣言が発せられるなど、収束の気配が見られませ
ん。こうした中、私ども東京都には、感染の拡大を防止
し、都民の皆様の生命と健康を守り、東京の経済活動を
しっかりと支えていくことが求められています。そのた
めにも安定した税財源の確保は重要となります。
　立川都税事務所は、このコロナ禍であるからこそ、
納税者の皆様の立場を理解し柔軟できめ細かな対応を
行っていくとともに、都税収入の確保と納税者サービス
の向上に引き続き努めてまいります。こうした税務行政
の推進には、皆様のお力添えが必要不可欠であり、今後
とも変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げます。
　結びに、公益社団法人東村山法人会の益々のご発展
と、会員の皆様方の事業のご繁栄、ご健勝並びにコロナ
ウイルスの収束を心より祈念して、私の挨拶とさせてい
ただきます。

法人会会員と東村山税務署管内の経営者の皆様へ
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立川都税事務所からのお知らせ

税務署からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響で
納税が困難な方に対する納税の猶予制度

新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ

猶予制度があります

　新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のようなケースに該当する場合は、
徴収猶予の制度があります。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務
署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に
限り、猶予が認められますので、所轄の税務署（徴収担当）にご相談ください。

❶　�国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあ
ると認められること。

❷　納税について誠実な意思を有すると認められること。
❸　猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
❹　納付すべき国税の納期限から6か月以内（注）に申請書が提出されていること。

❶　�原則として1年間納税が猶予されます（状況に応じて更に1年間猶予される場合があり
ます。）。

❷　猶予期間中の延滞税が軽減（注）されます。
　　（注）通常　年8.8％→軽減後　年1.0％（令和3年中の利率）
❸　財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。

（申請による換価の猶予：国税徴収法第151条の2）

（注）�　既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権によ
る換価の猶予（国税徴収法第151条）が受けられる場合もあります。

※原則、担保は不要です（担保の提供が明らかに可能な場合を除く。）。

詳細は、東京都主税局ホームページをご確認いただくか、立川都税事務所徴収課
徴収管理班（☎ 042-523-3181）にお問い合わせください。
※　東京都主税局ホームページは右のQRコードからご覧になれます。

例えば…

•�新型コロナウイルス感染症の影響で、収入
が大幅に減少した
•�納税者ご本人又は生計を同じにするご家族
が病気にかかり、多額の費用を要した
•�消毒作業などで、備品や棚卸資産を廃棄し
たなど、財産に相当な損失が生じた
•�納税者の方が営む事業について、事業を廃
止し、又は休止した

：�全ての都税

：1年間

：全額免除

：不要

：申請手続きが必要です。

（自動車税環境性能割、狩猟税等を除く）
●対　　象

●猶予期間

●延 滞 金

●担　　保

●手 続 き

要　件 （換価の猶予）

内　容 （猶予が認められると）
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公益財団法人全国法人会総連合のホームページ新型コロナウイルスに関するリンク集
   http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/links/covid19-links.html
または、右記のQRコードよりご確認ください。

   https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/　から、最新情報を入手ください。

コロナウイルス感染症支援情報

 ◎法人会コロナ対策情報

 ◎東京都新型コロナウイルス感染症  支援情報ナビ

 ●管内各市の新型コロナウイルス感染症に関する情報

東村山市 東村山市役所HP
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/
　　　　 kenko/oshirase/singatakorona/index.html

小平市 小平市役所HP
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/
　　　　　　　　　　　  kurashi/081/081989.html

西東京市
西東京市役所HP
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/index.html#PTOP

東久留米市 東久留米市役所HP
https://www.city.higashikurume.lg.jp/
　　　　　　　　　　　　 　    1014778/index.html

清瀬市 清瀬市役所HP
https://www.city.kiyose.lg.jp/kenkouiryouhukusi/
　　　　　　　　　  covid19kansensyou/index.html
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Ⅰ．コロナ禍で増えた労使間トラブルとその対応
　（1）金銭トラブル
　�　コロナ禍でも、賃金や休業手当を支払う判断基準
は、従業員・パートにかかわらず、ノーワーク・ノーペイ
の原則があるものの、休業の理由が不可抗力（緊急事
態宣言等）の理由がなければ支払いが必要。業績不
振の賃金カットは、従業員との合意、就業規則（賃金
規程）の合理的変更手続きをした上で、説明責任を果
たさなければできません。従って、まずは、「雇用調整
助成金」を最大限活用して、従業員・パートにかかわら
ず会社と雇用を守ることが最善の策です。

　（2）雇用トラブル
　　①�整理解雇～人員削減の必要性、解雇回避の努力、

人選の合理性、解雇手続きの妥当性の4要件が
満たさなければ認められません

　　②�退職勧奨～労働者の同意が得られる配慮が必要 
（会社都合の離職票、退職金の加算、解決金な
どの支払い）

　　③�内定取り消し～整理解雇と同様に取り消し回避
努力が必要 （雇用調整助成金の活用、入社時期
の延期等）

　　④�雇止め～有期雇用契約期間満了で契約終了が原
則で正社員解雇に準じた正当な理由が必要

Ⅱ．コロナ患者従業員の対応
　（1）マニュアル作成が重要
　�　対応の格差は、従業員の不信感を増幅するだけでな
く、不安・不満が増加し、会社経営に悪影響

　（2）受け入れ環境の整備
　　�　二次感染の徹底防止と感染者に対する社
内ハラスメント防止に向け、窓口を設定する
等の対策が必要

Ⅲ．テレワークでのコロナ対応
　（1）増えてきた従業員の不満
　�　テレワークに関する不満は、①個人負担の
費用　②残業代・手当　③人事評価　の3つ
　（2）テレワーク規程は必須
　�　上記、従業員の不満を対処するために
は、テレワーク規定で　❶対象者　❷期
間　❸在宅勤務の服務規程及び情報セキュ
リティ規程　❹労働時間などのルール化　�
❺みなし労働時間制（導入には一定の条件
有）　❻業務報告のルール化とトラブル連絡
ルール　❼給与と各手当の支給ルール　❽情
報通信機器・ソフトウエア等の貸与　❾在宅
勤務に伴う費用の負担　❿災害時の補償等に
ついて明確にしましょう。

Ⅳ．�雇用調整助成金の最新情報 
（令和3年1月21日現在の厚生労働省発表）

　�　特定都道府県の知事の要請協力をする大企
業の雇用調整助成金の助成率を最大10／10
に引き上げ
　・助成率（解雇等がある場合） 2／3⇒4／5
　・助成率（解雇等がない場合） 3／4⇒10／10

コロナ禍から派生している諸問題への対応 KKパートナーズ税理士・社会保険労務士事務所　
特定社会保険労務士　輿水　香

〈こんなお悩みのご相談にアドバイスいたします〉

東村山法人会 HP で動画を視聴できます！無料
東村山法人会TOPページに掲載していますので、クリックしてご視聴ください。
（東村山法人会HP　http：//www.tohoren.or.jp/higashimurayama/index.asp）
★�コロナ禍から派生している諸問題への対応▶〈講師〉�KKパートナーズ社会保険労務士事務所・�

特定社会保険労務士　輿水香氏
★�生保の有効活用について▶〈講師〉ジャストサポート 保険代理店　館野健次氏
★�兼業・副業について▶〈講師〉KKパートナーズ社会保険労務士事務所・特定社会保険労務士　輿水香氏

●ワーク制度を導入したいが！？　●資金調達について、どの制度を検討したらいいの？
●何がパワハラかわからない！？　●社長や役員の年金ってどうなってるの？
●コロナうつを予防するには？　　●遺産争い回避のための遺言書を作成したい！
●事業承継の具体的な手順は？　　●労災や健保と民間保険はどう違うのか？
●コロナ禍で活用できる損保、生保はありますか？　●助成金・給付金についていくら貰えるの？

当法人会では、優秀な士業やコンサルタントの方々と密接なネットワークを構築しております。
初回無料でご相談をお受けいたします。その後、ご相談内容に応じた専門家に個別のコンサルティングをご
案内できます。なお、全回答者はご相談内容等についての守秘義務を厳守徹底致します。
◆ 場　所　
◆ 回答者
　
◆ お申込
　
◆ 相談日
　
◆ 相談時間
◆ 問合せ　
◆ �新型コロナウイルス感染症の国内での発生状況を踏まえ、ご参加者の安心・安全・効率化のためオンラ
イン・電話・メール相談等も可能とさせていただきました。詳しくは、当会事務局までご確認ください。

東村山法人会会議室（東村山市本町1-23-6） 
特定社会保険労務士 石津社労士事務所所長  石津雄美氏はじめ各士業（弁護士、税理士、
社労士等）と各種コンサルタント（FP等）の提携チーム（仮称：NCVPJチーム）
東村山法人会事務局へご連絡くださいますか、あるいはQRコードをスマートフォン等
で読み込んでお申し込みください。
令和3年 4月9日（金）　5月14日（金）　6月4日（金）　7月9日（金）　8月6日（金）　9月3日（金）　
10月1日（金）　11月5日（金）　12月3日（金）　1月14日（金）　2月4日（金）　3月4日（金）
13時～　14時～　15時～　16時～　（各30分程度）
（公社）東村山法人会事務局（☎042-394-7654）（email  info@higashimurayama-hojinkai.or.jp）



　新型コロナウイルス感染症に関する付帯サービスの取扱いは以下のとおりです。

付帯サービスについて

リニューアルしたご契約者様専用サイト「アフラック よりそう
ネット」に登録＊すると、様々なお手続きがスムーズ＆スピーディー
に行えるとともに医療従事者を中心とした専門スタッフに相談
できる「オンライン医療相談サービス」をご利用いただけます！

アフラックご契約者さまと
そのご家族

0120-588-033
※携帯電話の場合03-5685-2975 24時間365日受付

＊登録には証券番号が必要です。

看護師などの医療専門スタッフ（医師を除く）が、24時間365日お電話でお応えします。
新型コロナウイルス感染症に関する相談や予防方法など、厚生労働省および国立感染症研究所で公開されて
いる情報の範囲内でご相談をお受けします。
また、感染が疑われる場合や濃厚接触者の場合は、各自治体の保健所や窓口をご案内します。

対象者 連絡先

提供元：(株）ウェルネス医療情報センター

ご契約者様専用サイト

24時間健康電話相談サービス1

2

サービス内容

月10回まで無料で利用できます。同じ質問に対しては何度でも追加質問ができます。

オンライン医療相談
サービス ●専門医を中心とした医療従事者がご質問に回答します。

●納得のいくまで、何回でも追加質問できます。
●ご契約者さまのご家族のことも相談できます。

提供元：(株)メディカルノート

プロの医療チームがオンラインでお応えします！
病気や身体についての疑問やお悩みに

月10回まで
相談無料！

オンラインで
医療従事者に医療相談 新型コロナウイルス感染症に関するご相談もできます
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西東京支店
〒192-0083
東京都八王子市旭町 10－3　安嶋中央ビル３F
TEL.042-639-0720　FAX.042-646-1850
午前 9時～午後 5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

　新型コロナウイルス感染症に関する付帯サービスの取扱いは以下のとおりです。

付帯サービスについて

リニューアルしたご契約者様専用サイト「アフラック よりそう
ネット」に登録＊すると、様々なお手続きがスムーズ＆スピーディー
に行えるとともに医療従事者を中心とした専門スタッフに相談
できる「オンライン医療相談サービス」をご利用いただけます！

アフラックご契約者さまと
そのご家族

0120-588-033
※携帯電話の場合03-5685-2975 24時間365日受付

＊登録には証券番号が必要です。

看護師などの医療専門スタッフ（医師を除く）が、24時間365日お電話でお応えします。
新型コロナウイルス感染症に関する相談や予防方法など、厚生労働省および国立感染症研究所で公開されて
いる情報の範囲内でご相談をお受けします。
また、感染が疑われる場合や濃厚接触者の場合は、各自治体の保健所や窓口をご案内します。

対象者 連絡先

提供元：(株）ウェルネス医療情報センター

ご契約者様専用サイト

24時間健康電話相談サービス1

2

サービス内容

月10回まで無料で利用できます。同じ質問に対しては何度でも追加質問ができます。

オンライン医療相談
サービス ●専門医を中心とした医療従事者がご質問に回答します。

●納得のいくまで、何回でも追加質問できます。
●ご契約者さまのご家族のことも相談できます。

提供元：(株)メディカルノート

プロの医療チームがオンラインでお応えします！
病気や身体についての疑問やお悩みに

月10回まで
相談無料！

オンラインで
医療従事者に医療相談 新型コロナウイルス感染症に関するご相談もできます
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　春陽のみぎり、法人会会員及び地域経営者の皆様には新型コロナウイルス感染症の影響
によりご苦労をされていることと拝察いたします。

　さて、広報委員会としまして、このような時だからこそ会員の皆様や地域の経営者の皆様に役に立つ情報を発信すべき・・
との思いから、当会会報誌向日葵の「臨時号」を発行いたしました。合せて、事業研修委員会に於いて準備した「中小企
業が使える！ポストコロナに向けた経済対策・税制ガイド」と「今こそ知りたい消費税の仕入れ額控除とインボイス Q＆A」
の2冊子を皆様にお配りいたしますので、ご一読・ご活用ください。
　新型コロナウイルス用のワクチンの接種が始まる等、コロナ禍の終息を目指した動きが始まったとは
云え、依然として先を見通しづらい状況です。こういう時代だからこそ、あらゆる手段を使って自らの
企業の存続を図りましょう。
　東村山法人会は、これまで以上に有益な情報を提供し、中小企業単独では乗り越えることが困難な
事態に対して、お手伝いをいたします。
　是非、法人会をご活用ください！　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員長　紺野 琢生
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新型コロナウイルス
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サービスの取扱いに
ついて


